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平成28年度 都市計画マスタープラン改定専門部会 第8回資料 

（誘導施策事例） 

１ 居住や都市機能を誘導するための施策について

２ 目的別施策の事例整理

(1) 居住誘導区域内に居住を誘導する施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.4 

① 円滑な住み替えの支援（空き家の有効活用などによる市街地での交流と定住促進） 

② 住替え後に発生する跡地等の活用 

③ 郊外での住宅開発のコントロール 

④ 公共交通が便利な地域への居住誘導 

⑤ 地方移住の推進 

(2) 都市機能誘導区域に都市機能を誘導する施策・・・・・・・・・・・・・・・・・p.9 

① 都市機能誘導区域における都市の諸機能の集積 

② 地域需要の変化に対応した都市機能の更新 

(3) 公共交通の活性化に資する施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.12 

① 長野市公共交通ビジョン 

② まちなかの賑わい創出 

③ 都市機能誘導と連携した公共交通の利用促進 

④ 居住誘導と連携した公共交通の利用促進 

(4) 中心市街地の活性化に資する施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.15 

① 中心市街地における長野の価値を高める産業育成 

② まちなかの賑わい創出 

(5) 地域ごとの拠点育成に資する施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.17 

① 拠点の特性に応じた定住の促進 

② 広域型観光の推進 

(6) 包括的な連携施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.18 

①選ばれる都市づくりの推進（福祉政策・産業政策・農業政策との連携） 

３ 立地適正化計画での「施策」記載イメージ（先行都市の計画での示され方）

(1) 大阪府箕面市（平成28年２月15日公表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.19 

(2) 北海道札幌市（平成28年３月策定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.22 

(3) 熊本県熊本市（平成28年４月１日公表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.31 

(4) 岩手県花巻市（平成28年６月１日公表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.37

資料２
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１ 居住や都市機能を誘導するための施策について

立地適正化計画においては、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を誘導する区域を

設定するとともに、これらを誘導するための施策等を記載する。 

立地適正化計画には、 

①居住誘導区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図るために、 

②都市機能誘導区域内に都市機能の誘導を図るために、 

財政上、金融上、税制上の支援施策等を記載することができる。これらの施策については、

Ａ．国等が直接行う施策、 

Ｂ．国の支援を受けて市町村が行う施策、 

Ｃ．市町村が独自に講じる施策 

に大別することができる。 

また、誘導施設の立地を図るために必要な事業等を記載することができる。 

次頁に、都市計画運用指針 第8版（平成28年6月13日一部改正）及び立地適正化計画作

成の手引き（平成28年4月11日版）より、居住や都市機能を誘導するために市町村が講ず

る施策として記載されている事項を整理する。 

■ 国などによる支援措置・税制措置の例（立地適正化計画パンフレットより作成）
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①居住誘導区域内に居住を誘導 

（居住環境の向上、公共交通の確保等）
②都市機能誘導区域内に都市機能を誘導

Ａ．国等が直接行

う施策 

例えば、 

・誘導施設に対する税制上の特例措置 

・都市再生法において規定されている民

間都市開発推進機構による金融上の支

援措置 

Ｂ．国の支援を受

けて市 町村

が行う施策 

例えば、 

・居住環境の向上を図るため居住者の利

便の用に供する施設を整備 

例）都市機能誘導区域へアクセスする 

道路整備等 

・公共交通の確保を図るため交通結節機

能の強化・向上 等 

例）バスの乗換施設整備等 

例えば、 

・市町村による誘導施設の整備 

・市町村による歩行空間の整備等 

・民間事業者による誘導施設の整備に対

する支援施策 等 

Ｃ．市町村が独自

に講じる 

施策 

例えば、 

・居住誘導区域内の住宅の立地に対する

支援措置 

例）家賃補助、住宅購入費補助等 

・基幹的な公共交通網のサービスレベル

の確保のための施策     等 

・特に、居住誘導区域外の災害の発生の

おそれのある区域については、災害リ

スクをわかりやすく提示する等、当該

区域の居住者を居住誘導区域に誘導す

るための所要の措置を検討することが

望ましい。 

例えば、 

・民間事業者に対する誘導施設の運営費

用の支援施策 

・公共施設の再編や公有地の誘導施設整

備への活用など市町村が保有する不動

産（公的不動産）の有効活用施策 

例）公有地の誘導施設整備への活用 

・福祉・医療施設等の建替等のための容

積率等の緩和 

備考 

・市町村が立地適正化計画において様々

な施策を事前明示することにより、民

間事業者がその中から活用可能な施策

を選択することができるようになり、

結果として、都市機能の誘導が図られ

ることとなる。 

・民間による都市機能の立地を誘導する

には、官民の役割分担や民間事業者が

活用可能な施策など投資の判断材料を

事前明示することが重要である。 

「都市計画運用指針 第8版（平成28年6月13日一部改正）」、 

「立地適正化計画作成の手引き（平成28年4月11日版）」より作成 

■ 居住や都市機能を誘導するために市町村が講ずる施策の例
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２ 目的別施策の事例整理

長野市ですでに行われている取り組みや、他都市の先進事例※、また、立地適正化計画

を作成することによって適用要件等が拡がる国の支援制度等を整理する。 

※必ずしも立地適正化計画の施策とは限らず、長野市立地適正化計画に活かせる可能性のあるア

イデアという視点でリストアップを行った。活かし方は今後の議題となる。

(1) 居住誘導区域内に居住を誘導する施策 

① 円滑な住み替えの支援（空き家の有効活用などによる市街地での交流と定住促進） 

・空き家活用バンクの機能強化による中古住宅の活用 

出典：長野市空き家バンクホームページ 

・中古住宅のリノベーション支援 

▶ SHINKOJIプロジェクト（NPO法人長野門前創造会議） 

出典：長野県公式ホームページ「WEB SITE 信州」

② 住替え後に発生する跡地等の活用 

・市民緑地等整備事業（国の支援制度） 

地方公共団体等が市民緑地契約等に基づく緑地等の利用又は管理のために必要な施

設整備を行うことで、低・未利用地における外部不経済の発生を防ぐとともに、地域の

魅力向上を図るため、低・未利用地を公開性のある緑地とするための取組に対して支援

を行う事業。原則面積要件は２ha以上であるが、居住誘導区域等においては0.05ha以上

に緩和している。 

＋修繕履歴情報等の蓄積に向けた 

プラットフォームの構築 

＋維持管理・修繕履歴を反映した 

既存住宅の評価手法の検討 

＋価格査定マニュアルの普及促進 

＋高齢者等の持家の資産活用と住み替え支援 

＋リバースモーゲージ制度等の導入検討  等

（シェアオフィス）

※市の支援事例ではなく、 

市内の交流リノベーション事例です。
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出典：国交省HP「立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置」

・空き地等におけるコミュニティガーデンづくりの支援・情報提供制度（千葉県柏市） 

空地・樹林地等の未利用地の提供・利用・支援希望情報の収集及び公開等を行い、地

域の魅力の向上と人々の交流の増進に寄与することを目的に、暫定的に様々な利用がで

きるコミュニティガーデンとして活用していくための支援や情報提供等を行う。 

出典：千葉県柏市「カシニワパンフレット」
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・空き地等の隣家取得支援制度 

隣接する空区画を購入し、区画を統合することによって2世帯住宅として建て替えた

り、空区画を駐車場や菜園として活用することへの支援を行う。（隣家取得事例：福井

県坂井市）
出典：国交省「第５回都市計画制度小委員会参考資料」

③ 郊外での住宅開発のコントロール 

・市民農園整備事業（国の支援措置） 

居住誘導区域外や、居住誘導区域内（教育・学習又は防災に係る計画等の位置づけが

ある生産緑地の買取り申出に基づき農地の買取りを行う場合に限る）において市民農園

整備の交付対象事業要件の緩和（原則面積0.25ha以上を0.05ha以上に引き下げ）を行い、

まちの魅力・居住環境の向上を図ることや郊外部において都市的土地利用の転換を抑制

し、緑と農が調和した低密度な市街地の形成に寄与する。 

出典：国交省HP「立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置」
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④ 公共交通が便利な地域への居住誘導 

・まちなか居住推進事業／公共交通沿線居住推進事業（富山県富山市） 

富山市では、都市マスタープラン等で公共交通を軸とした都市構造を明確化しLRT等

の整備公共交通沿線への都市機能の集約、居住推進等を一体的に推進している。 

出典：国交省「富山市における公共交通を軸としたまちづくり」

・集約促進景観・歴史的風致形成促進事業（国の支援措置） 

都市における一定規模の人口を確保するために、景観・歴史資源となる建造物の修

理・改修等や景観や歴史文化といった地域資源に着目した魅力ある地域づくりに資する

取組への支援を行うことにより、地域内外からの人口交流による地域の賑わい等を創出

し、居住人口の集約を促進させ、地域活性化を図る
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出典：国交省「集約促進景観・歴史的風致形成推進事業概要」

⑤ 地方移住の推進 

・新たな家賃補助、住宅購入費補助、税の減免等の検討 

（ターゲット：県外からの転居者、Uターン・Iターン、卒業する大学生、新婚、多性代同居）

・市内の企業と連携した社宅の立地誘導 

・「Ｕターン促進多世代住宅建設補助金」制度

（⇒平成27年度創設） 

・「定住」すれば奨学金返還免除 

（栃木県宇都宮市平成28年度から実施） 

・若年夫婦世帯家賃補助制度 

・多世代同居リフォーム支援事業   等

出典：長野市HP 

「Ｕターン促進多世代住宅建設補助金について」

制度概要パンフレット
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(2) 都市機能誘導区域に都市機能を誘導する施策 

① 都市機能誘導区域における都市の諸機能の集積 

・都市機能立地支援事業（国から直接行う施策） 

まちの活力の維持・増進（都市再生）、持続可

能な都市構造への再構築の実現に向け、まちの拠

点となるエリアにおいて医療・福祉等の都市機能

を整備する民間事業者に対して、地方公共団体（市

区町村）が学校跡地等の公的不動産を安価で賃借

させる場合等には、国からも民間事業者に直接支

援する新たな補助制度。 

 制度活用には、立地適正化計画の策定、事業が社会資本整備総合交付金の都市再生

整備計画の関連事業に位置付けられていることが必要。 
出典：国交省「都市機能立地支援事業パンフレット」

・誘導施設に対する税制上の特例措置（国から直接行う施策） 

▶ 都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換特例 

▶ 誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例 

出典：国交省「都市機能誘導区域の外から区域内への事業用資産の買換え等の特例」

▶ 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例 

▶ 都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税等の課税標準の特例
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・都市再構築戦略事業（国の支援措置） 

 まちの活力の維持・増進（都市再生）や持続可能な集約型都市構造への再構築に資

する、まちの拠点となるエリアにおいて、医療・社会福祉等の都市機能を市町村が自

ら事業を実施する場合や民間事業者等の整備費の一部負担する場合は、「都市再構築

戦略事業」として社会資本整備総合交付金による支援が受けられる。 

出典：国交省「都市再構築戦略事業パンフレット」

・企業立地の奨励 

奨励金の交付等により、商工業者の育成と企業立地の促進を図り、地域経済の活性化

と雇用の創出を推進する。 

▶ 長野市創業支援資金

長野市では、市内で新規開業予定または開業後5年未満の方を対象とした、長期・固

定・低利の融資制度を行っている。平成28年度、金利年1.１0％。融資の際の信用保証

料は原則として市が全額補助する。 
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② 地域需要の変化に対応した都市機能の更新 

・公的不動産のPPP等の活用による再整備 

小学校跡地等をPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）の

活用等により再整備し、新たな人の流れを生み出す。 

▶ （県内PRE（公的不動産）事業事例：民間活用部分と公共所有の緑地部分を一体整備） 

りんご並木商業施設（りんご並木横丁）等整備事業（飯田市） 

飯田市は、同市が出資するまちづくりカンパニーが中心市街地で進めている空きビル

及び空き家の一体的リニューアルプロジェクトにおいて創出された緑地（公共施設）を

市民の憩いのスペースとして活用している。 

当該事業の一環として整備された民間駐車場施設「トップヒルズ通り町駐車場」施設

は中心市街地に存在するため、中心部へのアクセスの利便性が向上している。 

・学校余裕教室や空き店舗を活用したサロン、カフェ等（多世代交流カフェ、埼玉県志木市）

小学校の空き教室を、市民

の誰でもが世代を超えて交流

することを目的としたフリ

ー・スペース（多世代交流カ

フェ(旧カフェ・ランチルーム

志木四小)等）として活用。

出典：国交省「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン」、志木市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・長野市公共施設再配置計画と連携した公共施設のファシリティマネジメントの推進 

公共施設の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、公共施設の更新や統廃合、

長寿命化等を計画的に実施する。 

出典：国交省HP 

「都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整

備事業計画の認定について（りんご並木商業施

設（りんご並木横丁）等整備事業）」添付資料

認定民間都市再生整備事業計画の内容の公表
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(3) 公共交通の活性化に資する施策 

① 長野市公共交通ビジョン 

・長野市公共交通ビジョンの施策の推進 

将来にわたって安定した地域の発展や活性化並びに住民福祉の向上を図るための公

共交通の構築に向け、目指すべき将来像を明らかにした「長野市公共交通ビジョン」を

策定。 

出典：「長野市公共交通ビジョン（平成27年６月）」

② 公共交通機関相互の接続性の向上 

・ICカードによるシームレスな支払方法（キャッシュレス決済）の普及 

▶ 長野市共通ICカード「くるる」 

バス共通ICカードKURURU（くるる）は、長野市内を走る路線バス（アルピコ交通、長

電バス、ぐるりん号）で、運賃の支払いに利用できるカード。バスの乗車時と降車時に、

車内の読み取り機にカードを軽くタッチするだけで、自動的に運賃が精算されるので、

料金を確認したり、小銭を

用意したりする必要がな

く運賃支払いの不便さが

解消されている。 

出典：ICカード「KURURU」公式サイト（長野市公共交通活性化再生協議会）、アルピコグループHP
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・おでかけパスポート（ＩＣ機能付きカード）の普及 

長野市内に住所がある70歳以上の方を対象に、市内の一般路線バス、市営バス及び乗

合タクシーを通常の大人運賃より安く利用できる乗車証（ＩＣ機能付きカード）を発行。

出典：長野市HP、ICカード「KURURU」パンフレット

・公共交通の利用促進 施策メニュー 

公共交通の維持確保のため、そして、温室効果ガスの排出抑制のため、自家用車から

バス、電車に乗り換えてもらう運動を展開する。長野市公共交通ビジョン「推進施策３

利用促進」より以下抜粋。 

出典：「長野市公共交通ビジョン（平成27年６月）」

③ 都市機能誘導と連携した公共交通の利用促進 

・コンビニ立地促進支援事業等と連携した公共交通と生活サービスの統合 

都市内の円滑な移動を確保し、適切な施設立地を誘導するためには、都市構造や土地

利用と整合した公共交通の路線設定やバス停留所の位置等を決めるなど交通マネジメ

ントが必要。 
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出典：国交省資料

・孫とおでかけ支援事業（富山県富山市、砺波市） 

高齢者の外出の機会を促進するとと

もに、世代間交流を通じて家族の絆を

深めるために、祖父母と孫（ひ孫）が

一緒に来館された場合に観覧料を全額

減免し、地域の文化や歴史、科学への

関心を幅広い年齢層に広めることを目

的として実施。 

出典：富山市HP「「孫とおでかけ支援事業」について」、共同通信PRワイヤー「孫とおでかけ事業ポスター」

④ 居住誘導と連携した公共交通の利用促進 

・公共交通の利用を増加させるターゲット別施策の検討 

▶ 地域活動の参加を義務付けて学生の住宅費の一部助成事例（東京都千代田区淡路町） 

・居住誘導区域立地企業の定期券に係る通勤費

補助 

・学生まちなか居住の推進（地域活動の参加を

義務付けし、バス定期代・住宅費の一部助成）

・学び、仕事、活動の場と居住地をずらして

誘導            等

出典：一般社団法人淡路エリアマネジメント

「淡路エリマネハンドブック」、 

神田淡路町 ワテラス(WATERRAS)HP 
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(4) 中心市街地の活性化に資する施策 

① 中心市街地における長野の価値を高める産業育成 

・まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金 

中心市街地の空き店舗、空き家、空き倉庫等を活用して行う事業に対し、改修・改築

費の一部を補助。補助率は経費の2分の1。補助限度額30万円（長野市が指定する通り沿

いへの出店の場合は50万円）。 

出典：長野市「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金【概要版】」

② まちなかの賑わい創出 

・公共空間の質の向上と長野市ならではのまちなかライフスタイルの発信 

都市空間の魅力の増進として、居心地を良くし、賑

わい・活気を創出するプレイスメイキングの方策やイ

ベントの活用等。 

出典：長野市中央通り活性化連絡協議会「善光寺商店街ガイド」、長野市資料

（表参道芸術音楽祭）

（ぱてぃお大門 蔵楽庭）

（善光寺花回廊）写真：善光寺花回廊実行委員会
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・公共施設オープン・リノベーションの推進 

総務省では、美術館や博物館などの公共施設を、クリエーターや建築家などのアイデ

アを活用して、リノベーションを行い、市民や民間事業者に開放された新しい公共空間

に生まれ変わらせる「公共施設オープン・リノベーション」を推進している。 

公共施設に新たな付加価値を加えることにより、施設もともとの性能以上に、公共施

設を生まれ変わらせ、さらなる集客効果や、周辺エリアの魅力の再認識を図る。 

出典：総務省地域力創造グループ地域政策課「「公共施設オープン・リノベーション」の推進について」

・商業目的でない人の回遊を増やすことを目標とした施策の展開 

（事業所、まちなかの活動拠点、まちなか高齢者向け施設整備等の立地誘導） 

▶ 商店街の空き店舗や遊休地を利用したまちなか高齢者向け施設（山形県鶴岡市、北海道滝川市）

出典：平成２１年５月２９日内閣官房地域活性化統合事務局、内閣府中心市街地活性化担当室

「中心市街地活性化取組事例集【第１版】」 



 17

(5) 地域ごとの拠点育成に資する施策 

① 拠点の特性に応じた定住の促進 

・居住者のターゲットに応じた多様なライフスタイル、ワークスタイルの発信 

（Uターン・Iターン、子育て世帯、親子近居、高齢者、単身世帯、学生等） 

・「地域おこし協力隊」制度（総務省）の活用 

過疎化・高齢化等の問題に直面する地方の自治体が、都市住民を受け入れて地域おこ

し協力隊として委嘱し、地域おこし活動の支援や農林業の応援などの「地域協力活動」

に従事してもらい、その協力隊員の報償や活動費のうち一定額について国から特別交付

税による措置がなされる仕組み。 

地域おこし協力隊員の活動そのものによる地域の活性化とあわせて、隊員が最終的に

地域に定着することによる地域の活性化も制度目的とされている。 

出典：長野県HP「〝地域おこし協力隊〟の広場」、長野市地域おこし協力隊隊員ブログ

② 広域型観光の推進 

・空き家の活用等による観光振興（ゲストハウス、宿泊体験施設化） 

（市内宿泊体験施設事例）※市の支援・空き家活用事例ではなく、市内の宿泊体験施設事例です。 

ヤングブルー村は、移住を

検討される方の信州田舎暮

らし体験施設。 

自然を愉しみ、里山で暮ら

すことをテーマに、田舎暮ら

しを体験したい方へ向け、農

業体験や里山体験、地元住人

との交流など、様々なプログ

ラムを企画。 

出典：信州田舎暮らし体験施「ヤングブルー村」HP「ヤングブルー村案内チラシ」



 18

(6) 包括的な連携施策 

①選ばれる都市づくりの推進（福祉政策・産業政策・農業政策との連携） 

・ながのシティプロモーション 

・長野市移住促進プロモーション動画 

・長野市移住手帖Nターンのすすめ 
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３ 立地適正化計画での「施策」記載イメージ（先行都市の計画での示され方）

平成28年６月時点で立地適正化計画を策定済み自治体について、誘導施策の具体的な記

載について、参考のため以下より整理する。 

計画への記載深度は、都市によって差があり、事業をプロットするパターン（岩手県花

巻市）や拠点ごとに優先度を考慮し、先行して取組を進める拠点を示すパターン（北海道

札幌市）、優先度を分けて、新たに取り組み施策は「検討する」として別途整理するパタ

ーン（熊本県熊本市）などがある。 

(1) 大阪府箕面市（平成28年２月15日公表） 出典：箕面市立地適正化計画
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出典：箕面市立地適正化計画
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出典：箕面市立地適正化計画
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(2) 北海道札幌市（平成28年３月策定） 出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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出典：札幌市立地適正化計画
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(3) 熊本県熊本市（平成28年４月１日公表） 出典：熊本市立地適正化計画
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出典：熊本市立地適正化計画
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出典：熊本市立地適正化計画
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出典：熊本市立地適正化計画
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出典：熊本市立地適正化計画
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出典：熊本市立地適正化計画
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(4) 岩手県花巻市（平成28年６月１日公表） 出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画



 42

出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画
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出典：花巻市立地適正化計画


